
２ ． 改正後の『 人材確保等促進税制』

改正後は、 国内設備投資要件を撤廃した上

で、 人材育成への投資特典としての教育訓練

費の上乗せはそのままに、 新卒・ 中途採用に

よる外部人材の獲得をメインとした『 人材確

保等促進税制』 へと生まれ変わります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

１ ． 従来の『 所得拡大促進税制』

中小企業者等が適

用できる『 所得拡大

促進税制』 は、 『 賃

上げ税制』 とは異な

り“ 賃上げ” の要件のみですが、 右上のよう

に2つあります。

これらの要件をすべて満たした場合の税額

控除は、 全体の賃上げ（ 増加額） がベースで

す。 また、 『 賃上げ税制』 と同様、 上乗せ措

置はありますが、 この場合の要件は『 賃上げ

税制』 と異なり、 教育訓練費の増加以外にも
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要件があります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

２ ． 改正後の『 所得拡大促進税制』

改正により簡素化され、 賃上げ要件として

求められる値は“ 全体” のみとされました。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

いずれの改正も、 令和3年4月1日以降開始

事業年度（ 個人（ 所得税） は令和4年分） か

ら適用開始となります。

 継続雇⽤者の賃上げ
要件

 全体の賃上げ要件

(※) 経済産業省HP「 令和3年度 経済産業関係 税制改正について」 https: //www. meti . go. j p/mai n/yosan/yosan_fy2021/pdf/zei sei . pdf
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インボイス・親子会社間で共同購入する場合の対応

【所得税】Ｒ５年以後の住宅ローン控除手続の改正

親子会社間において、調達費用を抑える目的で原材料を共同購入する場合等
　親会社が子会社分を立て替えて原材料を購入した場合等、仕入先が発行するインボイスには親会社の名
称が記載されます。ただし、最終的な実際の買い手が子会社という場合でも、インボイスには子会社の名
称が記載さないため請求書等の記載要件を満たさず、仕入税額控除のための要件を満たさないことになっ
てしまいます。
　そこで、親子会社間で商品やサービスを購入する場合については、①親会社が子会社に対し、インボイ
スの写し・立替金清算書を発行し、子会社がこれを保存する、または②親会社から子会社へ売上を計上
し、親会社がインボイスを発行するという二つの方法のいずれかで対応します。

　ただし、①の対応について事務負担を考慮し親会社がインボイスの写しを大量に交付しなければならな
い場合等においては、親会社は仕入れ先より交付されたインボイスの原本を保存し、各子会社に対して
は、必要事項を記載した立替金清算書等の交付のみを行い、各子会社は交付された立替金清算書を保存す
るという対応も可能です。

1.年末残高証明書の添付

2.申告書への転記

改正後は以下の2パターンです。
①金融機関等が経過措置を適用しない場合
・適用申請者による、住宅ローン控除申告書への転記が不要となる
・住宅ローン控除証明書はe-Taxのメッセージボックスを通じ、データで提供される
※e-Taxの利用が難しい場合は書面で住宅ローン控除証明書を受け取ることも可能

②金融機関等が経過措置を適用する場合
・今まで通り金融機関等から年末残高証明書、所轄税務署から住宅ローン控除証明書を受け取る
・住宅ローン控除証明書の提供については、書面で一括郵送もしくはデータで提供を選択できる

　令和4年度の改正より、令和5年以後の居住となる給与所得者の確定申告及び住宅ローン控除の手続き
において、原則として金融機関等から年末残高証明書の交付がなくなるため、年末残高証明書の添付が不
要となります。ただし、借入先の金融機関等が「住宅ローン控除適用申請者に関する年末残高が記載され
た調書を一定の期日までに所轄税務署へ提出することが困難な場合の経過措置適用」（以下、「経過措
置」）を行っている場合は、年末残高証明書が交付されるため、手続きで添付が必要となります。

　現行は、二年目以降の年末調整で控除を受ける場合は、適用申請者自ら、控除額を示さなければいけま
せん。所轄税務署からの「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」（以下住宅ローン控除申告
書）と、金融機関からの「年末残高証明書」を、給与所得者の「住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入
金等特別控除計算明細書」に転記し、控除額を示すこととなっていますが、改正後は借入先金融機関等の
経過措置適用の有無により、次の通り転記の要否が分かれます。


